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事故事例７（一般乗合）行き先表示の操作をしながら脇見運転で発進したため直前の歩
行者と衝突

曜日・時間・天候 ８月２２日（金 ・１１時０３分・晴）
場 所 営業所構内
道路の状況 乾燥
運 転 者 年齢５６歳 運転歴２６年１０月
乗務開始～事故発 ６１ｋｍ
生の乗務距離
損 害 重傷者１名
事故概要
当該運転者は５時７分に運行管理者の点呼を受け５時３２分に出庫し、その後、所定のダイヤ

により運行、１０時１８分駅発車庫行を約６分遅れで発車、車庫に２０分遅れ（所定１０時４２
分）で到着し、降車扱い後１１時００分発駅行を運行するため、その場で方向幕操作を行い一瞬
前方から目を離したため、当該バス前方を横切る乗客に気づかず発進し、衝突したもの。
通常方向幕の操作は駐車場にて行うが遅延していたため、降車場所で行った。

種 別 ・ 形 状 普通・リアエンジン
乗 車 定 員 ８４名
当時の乗車人員 １名

推定原因 事故の要因 事故再発防止対策

運転者 運転者 運転者

。発進時の安全不確 方向幕の操作に気を取ら ・降車客の動向に十分注意すること
認 れ周りの状況を確認してい ・コメンタリー運転の励行

なかった。 発車時の安全確認を確実に行うこ・

と。
・方向幕等機器の操作は所定の場所
で行うこと。

運行管理

運転者に対し、輸送の安全確保に
ついて適切な指導監督の実施
・降車場・停留所における降車客の動向・

発進時の安全確認の指導

・方向幕等の操作・確認の基本的動作につ

いての指導

適性診断結果に基づく適切な助言指
導の実施

降車場所 降車場所

バスレーンと歩行者用通 バス走行レーンと歩行者（降車客）
路・歩道が区分されていな 用の通路・歩道を区分し、進行方向
いため、歩行者の往来が自 等表示する。
由であった。


